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要 旨 
 
＜概要＞ 

漁船AMUR
アムール

は、船長及び航海士ほか２１人（全員ロシア連邦籍）が乗り組み、霧によ

り視界が制限された北海道紋別市紋別港北東方沖を南西進中、また、漁船第八北幸
ほっこう

丸は、船長ほか４人が乗り組み、同沖で操業しながら南東進中、令和３年５月２６

日０６時２５分ごろ、両船が衝突した。 

 第八北幸丸は、乗組員３人が死亡し、乗組員１人が顔面に擦過傷を負い、左舷中央

部外板から船底にかけて破口を伴う亀裂等を生じ、また、AMUR は、球状船首部外板

に擦過傷を生じ、死傷者はいなかった。 

 

＜原因＞ 

本事故は、紋別港北東方沖において、霧により視界が急速に悪化していく状況下、

AMUR が約９.４ノットの対地速力で南西進中、AMUR の航海士が、３海里レンジに設定

された右舷側のレーダーによる見張りに意識を集中し、同レーダー画面上には船舶

の映像がなく、前方に他船はいないと思い、紋別港に向けて同じ針路及び速力で航

行を続け、また、第八北幸丸が約２.０ノットの対地速力でかに
．．

を漁獲する作業を行

いながら南東進中、第八北幸丸の船長が、AMUR が北西方から接近すると思い込んで

いたところ、目視により自船の北西方に船影を認めず、北西方に意識を向けて目視に

よる見張りを行っていたため、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突した

ものと考えられる。 

 AMUR の航海士が、３海里レンジに設定された右舷側のレーダー画面上で船舶の映

像がなく、前方に他船はいないと思い、紋別港に向けて同じ針路及び速力で航行を

続けたのは、同レーダー画面上にエコートレイルの映像が見当たらず、第八北幸丸

の存在に気付いていなかったことによるものと考えられる。 

 第八北幸丸の船長が、北西方に意識を向けて目視による見張りを行っていたのは、

第八北幸丸の北西方から AMUR が南東進中であることを僚船船長の漁業無線での会話

により知り、北西方に意識を向けながら AMUR の船影が見えた時点で注意を喚起する

措置を講じるつもりでおり、自船の北西方から見えると思っていた AMUR が南南東進

から右に変針して紋別港に向けて南西進していたことに気付いていなかったことによ

るものと考えられる。 

AMUR は、視界が急速に悪化していく中、AMUR の航海士がその状況を AMUR の船長

に報告せず、AMUR の船長がその状況を把握できていなかった可能性があると考えら

れ、このことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

 第八北幸丸の船長が、第八北幸丸の周囲に東方から霧が掛かり始めたことに気付い



たが、前進しながらかに
．．

籠を船上に揚収してかに
．．

を漁獲する作業終了時に視界の状況

で汽笛の使用を判断することとし、本事故発生までの間、汽笛を吹鳴していなかった

ことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁船AMUR
アムール

は、船長及び航海士ほか２１人（全員ロシア連邦籍）が乗り組み、霧によ

り視界が制限された北海道紋別市紋別港北東方沖を南西進中、また、漁船第八北幸
ほっこう

丸は、船長ほか４人が乗り組み、同沖で操業しながら南東進中、令和３年５月２６

日０６時２５分ごろ、両船が衝突した。 

 第八北幸丸は、乗組員３人が死亡し、乗組員１人が顔面に擦過傷を負い、左舷中央

部外板から船底にかけて破口を伴う亀裂等を生じ、また、AMUR は、球状船首部外板

に擦過傷を生じ、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、令和３年５月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官

（函館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

   

1.2.2 調査の実施時期 

  令和３年５月２９日 現場調査及び口述聴取並びに回答書受領 

  令和３年５月３０日、令和４年１月２４日、２７日、３月７日、５月１３日、１

２月２６日 口述聴取 

  令和４年６月２０日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

  

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航の経過 

  ‘第一管区海上保安本部が受信した AMUR（以下「Ａ船」という。）の船舶自動識

別装置（ＡＩＳ）*1の情報記録’（以下「ＡＩＳ記録」という。）によれば、令和

                         
*1 「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種類、

船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互間

及び陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換する装置をいう。 
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３年５月２６日０５時５７分０３秒（日本標準時、以下同じ。）から０６時２６分

４９秒までの間におけるＡ船の運航の経過は、表１のとおりであった。 

  なお、船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアン

テナの位置情報は、船首から約２９ｍ、船尾から約２７ｍ、左舷から約７ｍ、右舷

から約２ｍであった。また、対地針路及び船首方位は真方位（以下同じ。）である。 

 

 

時 刻 

(時:分:秒) 

船  位 
対地針路

（°） 

船首方位

（°） 

対地速力 

(ノット(kn)) 北 緯 

(°－′－″) 

東 経 

(°－′－″) 

05:57:03 44-32-54.8 143-33-02.2 150.8 153 9.1 

06:00:03 44-32-30.9 143-33-21.5 150.9 153 9.1 

06:03:01 44-32-07.4 143-33-40.1 150.5 151 9.1 

06:06:01 44-31-43.4 143-33-58.6 151.7 152 9.1 

06:09:02 44-31-19.4 143-34-17.0 150.7 152 9.1 

06:10:02 44-31-11.4 143-34-23.2 151.8 152 9.1 

06:11:02 44-31-03.5 143-34-29.4 150.2 153 9.1 

06:14:02 44-30-39.6 143-34-48.0 151.8 154 9.1 

06:17:03 44-30-14.6 143-35-04.4 155.4 157 9.1 

06:18:02 44-30-06.3 143-35-09.7 155.9 156 9.2 

06:19:02 44-29-57.9 143-35-15.0 155.8 157 9.2 

06:20:03 44-29-49.6 143-35-20.3 156.1 156 9.2 

06:20:52 44-29-42.5 143-35-24.6 158.7 165 9.2 

06:21:02 44-29-41.1 143-35-25.2 163.2 170 9.1 

06:21:32 44-29-36.5 143-35-25.8 181.2 188 9.1 

06:22:02 44-29-32.1 143-35-24.4 197.5 204 9.1 

06:22:32 44-29-28.1 143-35-21.4 213.1 216 9.2 

06:23:02 44-29-24.4 143-35-17.4 220.6 221 9.2 

06:24:02 44-29-17.5 143-35-08.9 221.1 222 9.3 

06:24:32 44-29-14.0 143-35-04.5 221.2 221 9.3 

06:25:02 44-29-10.5 143-35-00.1 221.3 221 9.4 

06:25:22 44-29-08.2 143-34-57.3 221.6 217 8.6 

06:25:32 44-29-07.4 143-34-56.5 216.3 214 6.4 

06:26:02 44-29-05.9 143-34-55.3 212.1 222 2.2 

表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 
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06:26:32 44-29-05.8 143-34-55.4  64.2 232 0.8 

06:26:49 44-29-05.9 143-34-55.6  50.9 230 0.0 

 

 2.1.2 乗組員の口述等による運航の経過 

  Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、航海士（以下「航海士Ａ」という。）、第

八北幸丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）、甲板員（以

下「甲板員Ｂ₁」という。）、Ｂ船の僚船（以下「僚船Ｂ₁」という。）船長、Ｂ船の

別の僚船（以下「僚船Ｂ₂」という。）船長、及びＢ船が所属する漁業協同組合（以

下「本件漁協」という。）担当者の口述、ＡＩＳ記録並びに船長Ａからの回答書に

よれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２１人（全員ロシア連邦籍）が乗り組

み、法定灯火（マスト灯２灯、舷灯１対及び船尾灯１灯）を表示し、ロシ

ア連邦の領海で漁獲したずわいがに
．．．．．

の水揚げの目的で、令和３年５月２５

日１７時４０分ごろ、北海道紋別市紋別港に向け、ロシア連邦サハリン州

コルサコフ港を出港した。（写真１、図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 
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     航海士Ａは、２６日０５時５０分ごろ昇橋し、０６時００分ごろ、前直

の航海士から当直を引き継ぎ、操舵を担当する甲板員と共に船橋当直につ

き、約９.１kn の速力（対地速力、以下同じ。）でＡ船を南南東進させた。 

     航海士Ａは、船橋の３海里（Ｍ）レンジに設定された右舷側のレーダー

（以下「本件レーダー」という。）と１２Ｍレンジに設定された左舷側の

レーダーを、いずれもエコートレイル*2を表示させてヘッドアップ表示と

し、船橋右舷側の椅子に腰を掛けた姿勢で操船に当たっていた。 

     船長Ａは、０６時００分ごろ、紋別港入港の際に必要な書類を準備する

目的で昇橋し、船橋右舷後部の海図台の前に船尾方を向いて立ち、書類の

準備を始めた。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

                         

*2 「エコートレイル」とは、物標のレーダー映像の航跡を残光の形で表示させることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コルサコフ港 

領海の限界線 

 
北海道 

紋別港 

図１ コルサコフ港及び紋別港 
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     航海士Ａは、南南東進を続けていたところ、視界が悪くなってきたので、

甲板員１人を船首に配置して見張りに当たらせ、視界制限状態で航行中の

動力船が行う汽笛による信号（２分を超えない間隔で長音１回の吹鳴。以

下「霧中信号」という。）を開始した。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     航海士Ａは、本件レーダーにより見張りを行っていたが、視認できな

かった多数の物標を探知し、本件レーダーのみによる見張りが難しいと感

じながら南南東進を続けた。（写真４、写真５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾方 海図台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船首方 

 

 

 

 

 

 

 

この取っ手を引くと汽笛が鳴る 

写真２ 船長Ａの作業姿勢 

写真３ 汽笛を吹鳴する姿勢 
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     Ａ船は、北緯４４°２９′４９.６″、東経１４３°３５′２０.３″付

近を針路約１５６°、約９.２kn の速力で航行中、０６時２０分ごろ紋別

港に向けて変針し、南西進を始めた。 

   航海士Ａは、南西進中、前方に他船はいないと思っていたところ、船首

配置の甲板員から、マストが見えるとの報告を受け、直ちに主機を停止す

るよう号令を掛け、Ｂ船を船首方至近に視認した直後、０６時２５分ごろ、

Ａ船の船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突したのを認めた。 

     船長Ａは、海図台に向かって書類準備の作業を行っていたところ、衝撃

を受け、船外を確認し、Ｂ船が転覆してＢ船乗組員が海面に浮いているの

を認め、自ら指揮をとり、非常ベルを鳴らし、Ａ船乗組員を暴露甲板に招

集し、イマーションスーツを着用させた乗組員２人を救助に当たらせ、海

面に浮いていたＢ船乗組員５人全員をＡ船船上に救助した。 

     船長Ａは、本事故の発生を無線で船舶所有者に報告し、船舶所有者が海

上保安庁に通報した。 

     Ａ船は、来援した巡視船にＢ船乗組員５人を移乗させた後、紋別港に入

港した。 

   (2) Ｂ船 

     Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂ₁ほか３人が乗り組み、毛がにかに
．．

籠
かご

漁の目

的で、５月２６日０４時００分ごろ、紋別港北北東～北東方１０～１２Ｍ沖

の漁場（以下単に「漁場」という。）に向け、僚船５隻と共に同港を出港し

た。（写真６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件レーダー 

右舷 

 

 

 

 

 

 

 
写真４ 航海士Ａの見張りの状況 写真５ 本件レーダー 
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    かに
．．

籠漁は、毎年３月から８月までの間、陸岸と平行になるよう北西端か

ら約１３０°方向に設置された籠（以下「本件漁具」という。）を、ほぼ毎

日船上に揚収してかに
．．

を取り出した後、再び海底に戻すものであり、１隻が

７個の本件漁具を所有しており、本事故当時、領海の境界線付近の漁場に

４２個の本件漁具が設置されていた。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件漁具 

写真６ Ｂ船 

 

図２ 本件漁具の設置状況 
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     本件漁具は、のし
．．

と称する索（化学繊維製、直径約２cm、以下「本件幹

縄」という。）に、かに
．．

籠を取り付けたてんぼ
．．．

う
．
と称する索（化学繊維製、

直径１cm、長さ約１５０cm、以下「本件枝縄」という。）が約１０ｍ間隔

で約２２０個取り付けられていた。本件幹縄の各端には、錘（重量約２kg）

１０個、更にアンカー綱（化学繊維製、長さ約４００ｍ）を介して錨（重量

約５０kg）が取り付けられ、錘と海面上の旗竿を立ち綱と称する索（化学繊

維製、直径約１.５cm、長さ約２００ｍ、以下「本件連結索」という。）で繋
つな

ぎ、旗竿の海面基部にボンデン（直径約３０cm、オレンジ色）２個が取り付

けられていた。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ｂ船は、０４時４０分ごろ漁場の１個目の本件漁具（図２①）に到着し、

甲板員が旗竿を取って本件連結索をウインチで巻き上げ、船首部右舷舷側及

び船尾部右舷舷側にそれぞれ取り付けたローラに本件幹縄を掛けた後、約２

kn の速力で‘前進しながらかに
．．

籠を船上に揚収してかに
．．

を漁獲する作業’

（以下「本件漁獲作業」という。）を行い、その後２個目の本件漁具（図２

②）で作業を行った後、３個目の本件漁具（図２③）に向かった。（図４参

照） 

 

 

 

 

1.6～1.8Ｍ 

北西方（稚内方面） 南東方（網走方面） 

赤旗 
黒旗 

ボンデン 

本件連結索 

錨 

アンカー綱 

錘 

本件幹縄 本件枝縄 

海面 

かに籠 約 90cm 

約 40cm 

約 10m 

図３ 本件漁具概略図 
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     船長Ｂは、０６時１０分ごろ３個目の本件漁具の北西端に到着し、甲板員

が本件連結索をウインチで巻き上げて右舷舷側のローラに本件幹縄を掛けた

後、操舵室で目視と１.５Ｍレンジでコースアップ表示としたレーダーで周

囲に他船が見当たらないことを確認し、レーダーを作動させたまま、操舵室

から右舷側の甲板に移動した。 

     船長Ｂは、操船用リモコン装置を操作して南東方に向けてＢ船を前進させ

た後、前部左舷側甲板に移動し、機関長（以下「機関長Ｂ」という。）、甲板

員Ｂ₁及び他の２人の甲板員（以下「甲板員Ｂ₂」、「甲板員Ｂ₃」という。）と

共に本件漁獲作業を開始した。（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業場所 

籠 

本件幹縄 

本件枝縄 

約２knで前進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾ローラ ウインチ 操船用リモコン装置 船首ローラ 

① 船長Ｂ ② 甲板員Ｂ１ ③ 機関長Ｂ ④ 甲板員Ｂ２ ⑤ 甲板員Ｂ３ 

図４ 本件漁獲作業外観概略図 

 

図５ 本件漁獲作業時の乗組員配置状況 

 

ハッチ 
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     甲板員Ｂ₂（図５④）は、右舷舷側の船首ローラ付近に右舷方を向いて立

ち、本件幹縄に取り付けられた本件枝縄を解
ほど

いてかに
．．

籠を船内に取り込み、

自身の左後ろにいる機関長Ｂ（図５③）に渡す作業を行っていた。 

     機関長Ｂは、右舷方を向いて立ち、受け取ったかに
．．

籠からかに
．．

を取り出し

て台に並べた後、かに
．．

籠を甲板員Ｂ１（図５②）に渡す作業を行っていた。 

     船長Ｂ（図５①）は、機関長Ｂの左舷側で右舷方を向いて立ち、かに
．．

の採

寸などの選別作業を行っていた。 

     甲板員Ｂ₁は、機関長Ｂの船尾側で右舷方を向いて腰を下ろし、受け取っ

たかに
．．

籠の中の餌を入れ替え、自身の右舷側で作業をしている甲板員Ｂ₃

（図５⑤）にかに
．．

籠を渡す作業を行っていた。 

     甲板員Ｂ₃は、右舷方を向いて立ち、受け取ったかに
．．

籠の本件枝縄を本件

幹縄に結
ゆわ

える作業を行っていた。 

     船長Ｂは、本件漁獲作業を開始して間もなく、Ｂ船の北西方約４Ｍ沖にい

た僚船Ｂ₁船長と僚船Ｂ₂船長とが漁業無線で会話をしているのを聞き、ロシ

ア連邦から来たと思われる船舶が南東方に向けて航行中であることを知った。 

     船長Ｂは、Ｂ船の南東方の視界が少し悪かったものの、他の方向の視界が

良かったので、北西方に注意し、周囲の見張りを行いながら本件漁獲作業を

行い、６０～７０個のかに
．．

籠を揚げた０６時２２分ごろ、東方からＢ船の周

囲に霧が掛かり始めたことに気付いたが、Ｂ船の北西方の視界が良く、北西

方に船影が見当たらなかったので、約２.０kn の速力で南東進して本件漁獲

作業を続けた。 

     船長Ｂは、約１００個のかに
．．

籠を揚げた時、Ｂ船のものではない船のエン

ジン音のような音が聞こえてきたのでおかしいと思い、操舵室に入りレー

ダー画面を見ようとしたところ、左舷方至近にＡ船の船首を視認した。 

     船長Ｂは、北西方から接近していると思っていたＡ船が北東方から急に現

れ、驚いてパニック状態となり、乗組員の「わあっ」という声を聞いた後、

Ｂ船の左舷中央部とＡ船の船首部とがほぼ直角に衝突したのを認めた。 

     船長Ｂは、衝突後、Ｂ船が右舷側に横倒しの状態となり、操舵室右舷側の

出入口ドアが開いて海水が勢いよく流入してきたのを認めたが、その後の記

憶がなく、気付いたときには転覆したＢ船至近の海面に浮いていた。（写真

７参照） 
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     甲板員Ｂ₁は、機関長Ｂにかに
．．

籠を渡すときに左舷方を振り向いた甲板員

Ｂ₂が「あっ」と叫んだのを認め、左舷方を振り返ったところ、左舷方至近

にＡ船を視認し、衝突すると思い、船首方に向かって３歩ほど移動したとこ

ろで転倒し、倒れた状態で甲板上を滑ったところまでは覚えているが、その

後の記憶がなく、気付いた時には海面に浮いていた。 

     船長Ｂは、Ｂ船の船底に這
は

い上がり、甲板員Ｂ₁が浮流物に掴
つか

まるのを認

め、その後、甲板員Ｂ₂が意識のない状態でＢ船に漂着したので、甲板員Ｂ₂

を手で掴み、Ａ船に救助を求めた。 

     Ｂ船の乗組員５人全員は、Ａ船船上に救助され、意識を失っていた機関長

Ｂ、甲板員Ｂ₂及び甲板員Ｂ₃に人工呼吸などが施された後、来援した巡視船

に移乗して紋別港に戻った。 

     機関長Ｂ、甲板員Ｂ₂及び甲板員Ｂ₃は、岸壁で待機していた医師により死

亡が確認され、また、甲板員Ｂ１は、顔面に擦過傷を負い、病院に搬送され

た。 

     Ｂ船は、巡視船により紋別港付近までえい
．．

航された後、作業船にえい
．．

航を

引き継がれ、港内に係留中のクレーン台船に係留され、その後陸揚げされた。 

 

 本事故の発生日時は、令和３年５月２６日０６時２５分ごろであり、発生場所は、

紋別灯台から０５２°１２.７Ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

写真７ 衝突後のＢ船（本件漁協提供資料） 
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    船長Ａの口述によれば、死傷者はいなかった。 

  (2) Ｂ船 

    船長Ｂ及び甲板員Ｂ₁の口述並びに機関長Ｂ、甲板員Ｂ₂及び甲板員Ｂ₃の死

体検案書によれば、次のとおりであった。 

    機関長Ｂ、甲板員Ｂ₂及び甲板員Ｂ₃の死因は、いずれも溺水による窒息であ

り、甲板員Ｂ₁は、顔面擦過傷の軽傷を負った。 

    なお、溺死者３人は、解剖の結果、１人が左右胸腔内水分貯留、胸水電解質

濃度高値、溺水肺、くも膜下出血（外傷性）、１人が左右胸腔内水分貯留、気

管内に泡沫を含む液体、溺水肺、１人が左右胸腔内水分貯留、胸水電解質濃度

高値、溺水肺、硬膜下出血の各所見が認められた。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

    球状船首部外板に擦過傷を生じた。（写真８－１、写真８－２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) Ｂ船 

    左舷中央部外板から船底にかけて破口を伴う亀裂、転覆して機関及び航海計

器類に濡損をそれぞれ生じ、のちに全損となった。（写真９参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真８－１ Ａ船の損傷状況 

 
写真８－２ Ａ船の損傷状況 

 

写真９ Ｂ船の損傷状況（本件漁協提供資料） 
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  (1) 年齢、海技免状等 

   ① 船長Ａ ４６歳 

      船長免状（ロシア連邦発給） 

       交付年月日 ２０１７年１２月２７日 

       船長Ａから提示された海技免状は、２０２１年１月１９日が有効期限

であったが、更新手続き後の船長免状の存在の有無については、不明で

あった。 

   ② 航海士Ａ ３８歳 

      航海当直職員（ロシア連邦発給） 

       交付年月日 ２０２０年３月２３日 

             （２０２５年１月３０日まで有効） 

   ③ 船長Ｂ ６３歳 

      一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

       免 許 登 録 日 昭和５５年３月１２日 

       免許証交付日 平成３０年１月２２日 

              （令和６年１月２０日まで有効） 

   ④ 機関長Ｂ ６４歳 

   ⑤ 甲板員Ｂ₁ ３６歳 

   ⑥ 甲板員Ｂ₂ ３９歳 

   ⑦ 甲板員Ｂ₃ ３７歳 

  (2) 主な乗船履歴等 

    船長Ａ、航海士Ａ、船長Ｂ、甲板員Ｂ₁及び本件漁協担当者の口述並びに船

長Ａからの回答書によれば、次のとおりであった。 

   ① 船長Ａ 

     ２００１年ごろからＡ船を含めた複数の船舶で船長職をとるようになり、

２０２１年４月２３日からＡ船に船長として再び乗り組み、本事故発生場所

付近の航行経験が多数あった。 

     本事故当時、健康状態は良好であった。 

   ② 航海士Ａ 

     ２０１５年ごろ航海士になって船橋当直に入直するようになり、複数の船

舶に乗り組んだ後、２０２１年４月２３日からＡ船に乗り組み、本事故発生

場所付近の航行経験が１回あった。 

     本事故当時、健康状態は良好であった。 

   ③ 船長Ｂ 

     昭和５３年ごろからかに
．．

籠漁船に乗り組み、平成元年から２年ごろかに
．．

籠
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漁船の船長となり、その後２、３年ほど下船したが、平成５年ごろから再度

かに
．．

籠漁船の船長職をとるようになり、Ｂ船には、進水した平成２７年７月

から船長として乗り組んでいた。 

     本事故当時、健康状態は良好であった。 

   ④ 機関長Ｂ 

     平成１６年以前からかに
．．

籠漁船に乗り組み、平成２７年７月からＢ船に乗

り組んでおり、本事故当時、健康状態はふだんと変わらない様子であった。 

   ⑤ 甲板員Ｂ₁ 

     平成２９年ごろからＢ船に乗り組んでおり、それまでかに
．．

籠漁船に乗り組

んだ経験はなく、本事故当時、健康状態は良好であった。 

   ⑥ 甲板員Ｂ₂ 

     平成２３年からかに
．．

籠漁船に乗り組み、平成２７年７月からＢ船に乗り組

んでおり、本事故当時、健康状態はふだんと変わらない様子であった。 

   ⑦ 甲板員Ｂ₃ 

     平成１６年以前からかに
．．

籠漁船に乗り組み、平成２７年７月からＢ船に乗

り組んでおり、本事故当時、健康状態はふだんと変わらない様子であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     Ｉ Ｍ Ｏ 番 号  ８９１０６６５ 

     船 籍 港  ネヴェリスク（ロシア連邦） 

     船 舶 所 有 者  AMURSKOE LIMITED LIABILITY COMPANY 

     船       級  RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 

     総 ト ン 数  ６６２トン 

     Ｌ × Ｂ × Ｄ  ５６.４９ｍ×８.９０ｍ×３.９７ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  １,１７７kＷ 

     推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

     建 造 年 月 日  １９８９年１１月１日 

   (2) Ｂ船 

     漁 船 登 録 番 号  ＨＫ２－２３８８１ 

     船舶検査済票の番号  第２００－４０４２７号 

     主 た る 根 拠 地  北海道紋別市 
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     船 舶 所 有 者  個人所有 

     総 ト ン 数  ９.７トン 

     Ｌ ｒ × Ｂ × Ｄ  １５.９５ｍ×４.１３ｍ×１.２３ｍ 

     船 質  ＦＲＰ 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  ５４０kＷ 

     推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

     進 水 年 月 日  平成２７年７月１８日 

 

 2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、Ａ船は、ずわいがに
．．．．．

約５２ｔを積載し、本事故

当時の喫水は、船首約２.６ｍ、船尾約４.９ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、本事故当時の漁獲物の積載量及び喫水は不明で

あったが、現場調査によれば、船底から船首約０.６０ｍ及び船尾約１.７５

ｍに海水面の跡が認められた。 

 

 2.5.3 船舶の設備に関する情報 

   (1) Ａ船 

     船橋前部中央に操舵スタンド、船橋右舷側に椅子、椅子の左側に本件レー

ダーがそれぞれ設置され、操舵スタンド直上の天井部に汽笛を吹鳴する取っ

手が取り付けられていた。 

     船橋上方の羅針儀甲板（コンパスデッキ）最前部にラッパ口を正船首方に

向けて汽笛（エアホーン）が装備されていた。（写真１０参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船
首
方 

写真１０ Ａ船の汽笛 
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     船長Ａの口述及び回答書によれば、本事故当時、船体、機関及び機器類に

不具合又は故障はなかった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

    ① 操舵室前部中央に舵輪、左舷側にレーダー、右舷側に主機操縦レバーが

それぞれ設置され、操舵室右舷側壁には、ダイヤル式の操船用リモコン装

置が設置されていた。 

    ② 操舵室上部に電子ホーンが装備されていた。 

    ③ 本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

   (3) 音響信号の可聴距離 

     「１９７２年国際海上衝突予防規則の解説」（藤崎道好訳、株式会社成山

堂書店、昭和５２年６月１８日再版発行）によれば、１９７２年国際海上衝

突予防規則附属書Ⅲに記載されている音響信号設備の技術基準には、次の記

載がある。 

    ① 長さ２０ｍ以上７５ｍ未満の船舶の音響信号の可聴距離は１Ｍである。 

    ② 長さ２０ｍ未満の船舶の音響信号の可聴距離は０.５Ｍである。 

    ③ 汽笛音の聞こえる距離は、実際上、非常に変化しやすく、かつ、気象状

況に強く影響される。①及び②に掲げる可聴距離の値は、標準値であるが、

聴取場所が強風下にあり又はその周囲の騒音が激しい場合には、可聴距離

が著しく短くなることがある。 

 

 2.5.4 音響信号の実施状況に関する情報 

   (1) Ａ船 

     航海士Ａの口述によれば、航海士Ａは、南南東進を続けていたところ、視

界が悪くなってきたので、霧中信号を開始し、０６時２０分ごろまでは行っ

ていた。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、船長Ｂは、本事故発生までの間、汽笛を吹鳴して

いなかった。 

     船長Ｂ、甲板員Ｂ１、僚船Ｂ１船長及び僚船Ｂ２船長の口述によれば、船長

Ｂ、甲板員Ｂ１、僚船Ｂ１船長及び僚船Ｂ２船長は、本事故当時、他船の汽笛

を聞いていなかった。 

 

 2.5.5 航海灯の表示に関する情報 

   (1) Ａ船 
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     航海士Ａの口述によれば、航海灯を表示していた。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、航海灯を表示していなかった。 

 

 2.5.6 Ａ船のレーダーのエコートレイル機能に関する情報 

  Ａ船のレーダーの製造者のホームページには、次の記載がある。 

  エコートレイルは、レーダーエコーに対して、一定時間の残像（トレイル）を表

示させることで、他船の動向（針路及び速度）を視覚的に分かりやすくする技術で

あり、高速で移動する他船であれば長いトレイルが表示されるが、停泊中の船舶や

ブイなど静止ターゲットにはトレイルが表示されない。移動している船舶が止まっ

た場合、徐々にトレイルが短くなる。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値及び注意報等 

   (1) 本事故発生場所の南西方約１２.９Ｍに位置する紋別特別地域気象観測所

における５月２６日の観測値は、次のとおりであった。 

      ０５時００分 天気 曇り、風向 西南西、風速 ２.１m/s、 

             気温 １１.６℃ 

      ０６時００分 天気 晴れ、風向 南西、 風速 ２.５m/s、 

             気温 １２.４℃ 

      ０６時１０分 風向 南南西、風速 ２.２m/s、気温 １２.７℃ 

      ０６時２０分 風向 西南西、風速 １.１m/s、気温 １３.１℃ 

      ０６時３０分 風向 西、  風速 ２.０m/s、気温 １３.６℃ 

      ０６時４０分 風向 西、  風速 ４.３m/s、気温 １３.９℃ 

      ０６時５０分 風向 西北西、風速 ５.０m/s、気温 １２.２℃ 

      ０７時００分 天気 晴れ、風向 北北西、風速 ３.９m/s、 

             気温 １１.９℃ 

   (2) 紋別市には、２５日１６時４４分に濃霧注意報が発表され、本事故当時も

継続中であった。 

     なお、紋別市における濃霧注意報の発表基準は、視程が２００ｍ以下であ

る。 

 

 2.6.2 潮汐 

  海上保安庁海洋情報部のホームページに掲載された潮汐推算によれば、本事故発

生場所の南西方約１２.５Ｍに位置する紋別における本事故当時の潮汐は、下げ潮
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の末期であった。 

 

 2.6.3 日出時刻 

  海上保安庁刊行の天測暦によれば、紋別港の５月２６日における日出時刻は、

０３時４８分ごろであった。 

 

 2.6.4 波浪の状況 

  全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）によれば、本事故発生場所の南方約

１０.２Ｍに位置する観測地点における２６日０５時００分から０７時００分まで

の有義波高の観測値は、０.３５～０.３９ｍであった。 

 

 2.6.5 海面水温の状況 

  気象庁ホームページに掲載された日別海面水温によれば、本事故発生場所付近に

おける２６日の海面水温は、約５℃であった。 

 

 2.6.6 海流の状況 

  海図Ｗ１０３９によれば、本事故発生場所付近では、宗谷暖流が南東方（約

１４０°）に向かって流れている。 

 

 2.6.7 乗組員の観測 

  船長Ａの回答書並びに船長Ｂ、甲板員Ｂ₁及び僚船Ｂ₁船長の口述によれば、本事

故当時の気象は、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａ 

     天気は霧、弱い風が吹き、波はなく、０６時００分ごろの視程は約１００

ｍ、本事故発生時の視程は約２０ｍであった。 

   (2) 船長Ｂ 

     天気は晴れ及び霧、風及び波浪はなく、０６時１０分ごろの視界の状況は、

南東方の水平線が霧でかすれていたが、その他の方向は見えており、０６時

２２分ごろの視程は１～２Ｍ、本事故発生時の視程は５０ｍ未満であった。 

   (3) 甲板員Ｂ₁ 

     天気は晴れ、風は余りなく、海面は穏やか、視界は、操業を開始した時に

は良好であったが、３個目の本件漁具を揚げている途中からガス（霧）が掛

かり、本事故発生の約１０分前には視程が約５０ｍになった。 

   (4) 僚船Ｂ₁船長 

     天気は晴れたり曇ったり、風は余りなく、海面は穏やか、視界内の所々に
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ガスが掛かっていた。 

 

２.７ 視界が制限された状況下における航法及び信号等に関する情報 

 2.7.1 海上衝突予防法 

  海上衝突予防法によれば、次のとおりである。 

   第３条 （略） 

      （略） 

      12 この法律において「視界制限状態」とは、霧、もや、降雪、暴風雨、

砂あらしその他これらに類する事由により視界が制限されている状態

をいう。 

   （略） 

   第６条 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとる

こと又はその時の状況に適した距離で停止することができるように、常

時安全な速力で航行しなければならない。この場合において、その速力

の決定に当たっては、特に次に掲げる事項（略）を考慮しなければなら

ない。 

       (1)視界の状態 

        （略） 

       (7)自船のレーダーの特性、性能及び探知能力の限界 

       (8)使用しているレーダーレンジによる制約 

       (9)海象、気象その他の干渉原因がレーダーによる探知に与える影響 

        （略） 

   （略） 

   第１９条 この条の規定は、視界制限状態にある水域又はその付近を航行して

いる船舶（互いに他の船舶の視野の内にあるものを除く。）について

適用する。 

       ２ 動力船は、視界制限状態においては、機関を直ちに操作すること

ができるようにしておかなければならない。 

       （略） 

       ４ 他の船舶の存在をレーダーのみにより探知した船舶は、当該他の

船舶に著しく接近することとなるかどうか又は当該他の船舶と衝突

するおそれがあるかどうかを判断しなければならず、また、他の船

舶に著しく接近することとなり、又は他の船舶と衝突するおそれが

あると判断した場合は、十分に余裕のある時期にこれらの事態を避

けるための動作をとらなければならない。 
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       （略） 

       ６ 船舶は、他の船舶と衝突するおそれがないと判断した場合を除き、

他の船舶が行う第３５条の規定による音響による信号を自船の正横

より前方に聞いた場合又は自船の正横より前方にある他の船舶と著

しく接近することを避けることができない場合は、その速力を針路

を保つことができる最小限度の速力に減じなければならず、また、

必要に応じて停止しなければならない。この場合において、船舶は、

衝突の危険がなくなるまでは、十分に注意して航行しなければなら

ない。 

   第２０条 （略） 

       ２ 法定灯火を備えている船舶は、視界制限状態においては、日出か

ら日没までの間にあってもこれを表示しなければならず、また、そ

の他必要と認められる場合は、これを表示することができる。 

       （略） 

   （略） 

   第３２条 この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する短音及び長音

を発することができる装置をいう。 

       ２ この法律において「短音」とは、約１秒間継続する吹鳴をいう。 

       ３ この法律において「長音」とは、４秒以上６秒以下の時間継続す

る吹鳴をいう。 

   （略） 

   第３５条 視界制限状態にある水域又はその付近における船舶の信号について

は、次項から第１３項までに定めるところによる。 

       ２ 航行中の動力船（略）は、対水速力を有する場合は、２分を超え

ない間隔で長音を１回鳴らすことにより汽笛信号を行わなければな

らない。 

       （略） 

       ４ 航行中の船舶（帆船、漁ろうに従事している船舶（略））は、２

分を超えない間隔で、長音１回に引き続く短音２回を鳴らすことに

より汽笛信号を行わなければならない。 

       （略） 

 

 2.7.2 干渉原因がレーダーの探知に与える影響に関する情報 

  「海上衝突予防法の解説」（平成２９年７月発行、改訂９版、海上保安庁監修、

海文堂出版株式会社）によれば、同法第６条（安全な速力）第９号について、次の
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とおり記述されている。 

  (9) 干渉原因 

     雨が強いとき又は風浪が大きいときなど、これらの反射電波をレーダーが

とらえるため、大きな物標でさえもハッキリ識別できないことがある。この

ような場合は、Ｓ.Ｔ.Ｃ（海面反射抑制）またはＦ.Ｔ.Ｃ（雨雪反射抑制）

により、それらの不要反射電波を制御しなければならないが、干渉がひどい

ときは速力を落とす必要がある。 

 

２.８ 見張り及び操船等に関する情報 

  (1) Ａ船 

    航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 航海士Ａは、南南東進中、視界が悪くなってきたので、無線機を持たせ

た甲板員１人を船首に配置して目視による見張りに当たらせ、霧中信号を

開始した。 

   ② 航海士Ａは、本件レーダーで見張りを行っていた際、探知した物標が

３０個を超え、霧がカーテンのように映り、それらがブイなのか、船舶な

のかを識別するのが難しいと感じていた。 

   ③ 航海士Ａは、本件レーダー画面上にエコートレイルの映像が見当たらな

かったので、付近に他船はいないと思って南西進していたところ、船首配

置の甲板員からマストが見えるとの報告を受け、直ちに主機を停止する号

令を掛けた。 

  (2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 船長Ｂは、３個目の本件漁具に到着し、操舵室で目視とレーダーにより周

囲に他船が見当たらないことを確認した後、レーダーを作動させたまま、操

舵室から右舷側甲板に移動した。 

   ② 船長Ｂは、左舷前部甲板で本件漁獲作業を開始して間もなく、ロシア連邦

から来たと思われる船舶が南東方に向けて航行中であることを知った際、周

囲を見渡したところ、Ｂ船の南東方の水平線が少しかすれた状態であったが、

他の方向の視界が良く、北西方に船影が現れるまでは作業を続けても問題な

いと思い、北西方に注意しながら目視で周囲の見張りを行い、本件漁獲作業

を続けた。 

   ③ 船長Ｂは、５月２６日０６時２２分ごろ、Ｂ船の周囲に東方から霧が掛か

り始めたことに気付いたが、Ｂ船の北西方１～２Ｍにあった本件漁具のボン

デンが複数見えており、北西方に船影が見当たらなかったので、本件漁獲作
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業終了時に、視界の状況でレーダーによる見張りの強化及び汽笛を吹鳴する

こととした。 

 

２.９ Ａ船によるＢ船乗組員の救助に関する情報 

  (1) Ａ船の救助活動 

    Ａ船の５月２６日の航海日誌によれば、次のとおりであった。 

   ① ０６時３５分、北緯４４度２８分８０
原文ママ

秒 東経１４３度３４分００秒にお

いて、Ｂ船乗組員の１人目がＡ船に引き揚げられた。 

   ② ０６時４０分、北緯４４度２８分０７秒 東経１４３度３４分０７秒にお

いて、Ｂ船乗組員の２人目がＡ船に引き揚げられた。 

   ③ ０６時５５分、北緯４４度２８分０８秒 東経１４３度３４分０６秒にお

いて、Ｂ船乗組員の３人目がＡ船に引き揚げられた。 

   ④ ０７時０５分、北緯４４度２８分０８秒 東経１４３度３（以下不明）に

おいて、Ｂ船乗組員の４人目がＡ船に引き揚げられた。 

   ⑤ ０７時１７分、北緯４４度２８分０８秒 東経１４３度３４分０６秒にお

いて、Ｂ船乗組員の５人目がＡ船に引き揚げられた。 

  (2) 救助された順 

    船長Ｂの口述によれば、甲板員Ｂ₃、甲板員Ｂ₁、甲板員Ｂ₂、船長Ｂ、機関

長Ｂの順に救助された。 

 

２.１０ Ｂ船乗組員の服装及び救命胴衣の着用状況に関する情報 

  (1) 船長Ａが確認したＢ船乗組員の救命胴衣の着用状況 

    船長Ａの口述によれば、Ａ船船上に救助した際、Ｂ船乗組員５人のうち３人

が救命胴衣を着用しておらず、２人が救命胴衣を着用していた。 

  (2) 服装及び救命胴衣の着用状況 

    船長Ｂ、甲板員Ｂ₁及び本件漁協担当者の口述によれば、Ｂ船乗組員全員

が固型式救命胴衣及び野球帽又はニット帽を着用し、船長Ｂを除く４人が、

ジャージのようなものの上下にカッパの上下を着用し、船長Ｂは、胴付長靴

を履いていた。 

 

２.１１ 低体温症に関する情報 

 「船員の低体温症対策ガイドブック」（国際条約に対応する船員訓練等に関する調

査研究専門委員会編集、一般財団法人海技振興センター、２０１７年２月発行）によ

れば、水温０～５℃において、意識不明までの時間は１５～３０分、予想生存時間が

３０～９０分である。 
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３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

    ① Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２１人が乗り組み、漁獲したずわいが
．．．．

に
．
約５２ｔを積載し、令和３年５月２５日１７時４０分ごろ、紋別港に向

け、コルサコフ港を出港したものと推定される。 

    ② Ａ船は、２６日０６時００分ごろ、航海士Ａが操舵を担当する甲板員と

共に船橋当直につき、針路約１５１°、約９.１kn の速力で南南東進した

ものと推定される。 

    ③ Ａ船は、北緯４４°２９′４９.６″、東経１４３°３５′２０.３″

付近を針路約１５６°、約９.２kn の速力で南南東進中、０６時２０分

ごろ右に変針した後、０６時２３分ごろ、紋別港に向け、針路約２２１°、

約９.２kn の速力で南西進したものと推定される。 

    ④ Ａ船は、紋別港北東方沖を針路約２２１°、約９.４kn の速力で南西進

中、球状船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突したものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

    ① Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂ１ほか３人が乗り組み、僚船５隻と共に、

２６日０４時００分ごろ、漁場に向け、紋別港を出港したものと考えられ

る。 

    ② Ｂ船は、０６時１０分ごろ紋別港北東方約１２Ｍ沖の３個目の本件漁具

の北西端に到着し、本件漁具に沿って船首を約１３０°に向け、約２.０kn

の速力で本件漁獲作業を行いながら南東進したものと考えられる。 

    ③ Ｂ船は、紋別港北東方沖を南東進中、左舷中央部とＡ船の船首部とが衝

突したものと考えられる。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  2.1.1 及び 3.1.1(1)④から、次のとおりであった。 

  本事故の発生日時は、Ａ船の速力が急速に変化した時刻から、令和３年５月２６

日０６時２５分ごろ、また、発生場所は、２６日０６時２５分０２秒から同日時

２６分０２秒までの間におけるＡ船の船位が北緯４４°２９′１０.５″から同度

分０５.９″、東経１４３°３５′００.１″から同度３４′５５.３″であったこ
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とから、紋別灯台から０５２°１２.７Ｍ付近であったものと推定される。 

 

 3.1.3 死傷者の状況 

  ２.２、２.９及び２.１１から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     死傷者はいなかった。 

   (2) Ｂ船 

    ① 機関長Ｂ、甲板員Ｂ₂及び甲板員Ｂ₃は、いずれも死因が溺水による窒息

であったが、海面水温が約５℃の中、救助されるまで１０～５２分が経過

しており、水温０～５℃における意識不明までの時間が１５～３０分であ

ることから、落水後、体温が低下して意識不明、又は意識不明に近い状態

に陥り、溺水による窒息死に至った可能性があると考えられる。 

    ② 甲板員Ｂ₁は、顔面擦過傷の軽傷を負い、船長Ｂに負傷はなかった。 

 

 3.1.4 損傷の状況 

  2.1.2 及び２.３から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船は、球状船首部外板に擦過傷を生じた。 

   (2) Ｂ船は、左舷中央部外板から船底にかけて破口を伴う亀裂、転覆して機関

及び航海計器類に濡損をそれぞれ生じ、のちに全損となった。 

 

 3.1.5 衝突の状況 

  3.1.1(1)④、(2)③、3.1.2 及び 3.1.4 から、Ａ船は、針路約２２１°、約９.４

kn の速力で南西進中、また、Ｂ船は、船首方位約１３０°、約２.０kn の速力で南

東進中、Ａ船の船首部とＢ船の左舷中央部とがほぼ直角に衝突したものと考えられ

る。（図６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほぼ直角 

図６ 衝突の状況 
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３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員の状況 

  2.1.2 及び２.４から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     船長Ａは、提示した海技免状の有効期限が２０２１年１月１９日であった

が、更新免状の有無については不明であった。 

     航海士Ａは、適法で有効な海技免状を有していた。 

     船長Ａは、本事故当時、船橋において書類準備の作業を行い、Ｂ船の救助

活動の指揮をとっており、健康状態は良好であったと口述していることから、

健康状態に問題はなかったものと考えられる。 

     航海士Ａは、本事故当時、船橋当直につき、健康状態は良好であったと口

述していることから、健康状態に問題はなかったものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂは、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

     船長Ｂは、本事故当時、本件漁獲作業に従事しており、健康状態は良好で

あったと口述していることから、健康状態に問題はなかったものと考えられ

る。 

 

 3.2.2 船舶の状況 

  ２.１、2.5.3(1)及び(2)から、Ａ船は、本事故当時、主機を停止して速力が減じ

られていること、非常ベルを鳴らして乗組員を暴露甲板に招集していること、本事

故の発生の報告を無線で船舶所有者に行っていること及びＢ船は、本事故当時、約

２.０kn の速力で本件漁獲作業を行いながら南東進しており、漁業無線での会話を

聞いていたり、レーダーを作動させていたりしたことから、Ａ船及びＢ船は、共に

船体、機関及び機器類に不具合又は故障がなかったものと考えられる。 

 

 3.2.3 気象及び海象の状況 

  ２.６から、次のとおりであった。 

   (1) 天気、風向、風力及び海況 

     本事故当時、天気は晴れ及び霧、風力１～２の南南西～西風が吹き、海上

は平穏であったものと考えられる。 

   (2) 視程 

     本事故当時に紋別市には濃霧注意報が発表されており、Ａ船及びＢ船の乗

組員が、０６時００分ごろに約１００ｍあった視程が本事故発生の約１０分

前から本事故発生時にかけて約２０～５０ｍと観測していることから、本事
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故発生場所付近は、視界が急速に悪化していたものと推定される。 

   (3) 潮汐、海流及び海面水温 

     本事故当時、潮汐は下げ潮の末期、宗谷暖流が南東方向に流れ、海面水温

は約５℃であったものと考えられる。 

 

 3.2.4 見張り及び操船等に関する解析 

  ２.１、2.5.4～2.5.6、２.７、２.８及び 3.1.1 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

    ① 航海士Ａは、紋別港北東方沖に向けて南南東進中、視界が悪くなって甲

板員１人を船首に配置して見張りに当たらせ、霧中信号を開始したこと

から、視界が制限された状況下における信号を実施したものと考えられ

る。 

    ② Ａ船は、２６日０６時１０分ごろ、北緯４４°３１′１１.４″東経

１４３°３４′２３.２″を針路約１５２°、約９.１kn の速力で航行し、

また、Ｂ船は、紋別港北東方約１２Ｍ沖の本件漁具の北西端に到着して

いることから、Ｂ船はＡ船の位置から南方１.７Ｍ付近に位置していた

可能性があると考えられる。 

    ③ 航海士Ａは、紋別港北東方沖に向けて南南東進中、本件レーダーによ

る見張りに意識を集中していたものの、本件レーダー画面上に探知した

物標が３０個を超え、また、霧の映像が重なって映り、ブイと船舶との

識別が困難であると感じ、本件レーダー画面上にエコートレイルの映像

が見当たらなかったことから、本件レーダー画面上でＢ船を見付け出せ

なかったものと考えられる。 

    ④ 航海士Ａは、本件レーダー画面上にエコートレイルの映像が見当たら

ず、前方に他船はいないと思い、南南東進から右に変針し、紋別港に向

けて約９.４kn の速力で南西進を続けており、船首配置の甲板員からマ

ストが見えるとの報告を受けて直ちに主機を停止していることから、紋

別港北東方沖を約２.０kn の速力で南東進中のＢ船の存在に気付いていな

かったものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

    ① 船長Ｂは、２６日０６時１０分ごろ、紋別港北東方約１２Ｍ沖の３個

目の本件漁具に到着し、操舵室で目視と１.５Ｍレンジのレーダーにより

周囲に他船が見当たらないことを確認し、レーダーを作動させたまま乗

組員と共に本件漁獲作業を開始していることから、Ｂ船の位置から北方

１.７Ｍ付近に位置しているＡ船の存在に気付かないまま本件漁獲作業を
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開始したものと考えられる。 

    ② 船長Ｂは、本件漁獲作業を開始して間もなく、Ｂ船の北西方約４Ｍ沖に

いた僚船Ｂ１と僚船Ｂ２との会話を漁業無線で聞き、Ｂ船の北西方からＡ

船が南東進中であることを知り、周囲を見渡したところ、Ｂ船の南東方以

外の視界が良く、北西方に船影が現れるまで本件漁獲作業を続けても問題

ないと思い、北西方に注意して目視により周囲の見張りを行いながら本件

漁獲作業を続けたことから、北西方に意識を向けながらＡ船の船影が見え

た時点で注意を喚起する措置を講じるつもりでいたものと考えられる。 

    ③ 船長Ｂは、０６時２２分ごろ、Ｂ船の周囲に東方から霧が掛かり始めた

ことに気付き、Ｂ船の北西方１～２Ｍにあった本件漁具のボンデンが複数

見え、北西方には船影が見当たらず、北西方に意識を向けて目視による見

張りを行っていたことから、Ｂ船の北西方から見えると思っていたＡ船が

南南東進から右に変針して紋別港に向けて南西進していたことに気付いて

いなかったものと考えられる。 

 

 3.2.5 音響信号の実施に関する解析 

  2.1.2、2.5.3、2.5.4、２.８及び 3.2.4(1)①から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     航海士Ａは、紋別港北東方沖に向けて南南東進中、視界が悪くなってきて

本件レーダーによる見張りを行いながら２６日０６時２０分までは霧中信

号を行っていたことから、同時分を過ぎた後は、本件レーダーによる見張り

に意識を集中し、霧中信号を行わなかったものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

    ① 船長Ｂは、Ｂ船の周囲に東方から霧が掛かり始めたことに気付いたが、

本件漁獲作業終了時に視界の状況で汽笛を使用することとし、本事故発生

までの間、汽笛を吹鳴していなかったことから、３個目の本件漁具の北西

端に到着してから本件漁獲作業に従事している間、視界が制限された状況

と判断していなかったものと推定される。 

    ② 船長Ｂ、甲板員Ｂ１、僚船Ｂ１船長及び僚船Ｂ２船長は、本事故当時、他

船の汽笛を聞いておらず、Ａ船の汽笛の可聴距離は音響信号設備の技術基

準から１Ｍと考えられるが、汽笛音の聞こえる距離は、非常に変化しやす

く、聴取場所の周囲の騒音が激しい場合、可聴距離が著しく短くなること

から、Ｂ船の機関音などに紛れてＡ船の汽笛音が聞こえなかった可能性が

あると考えられる。 
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 3.2.6 Ａ船の船橋配置に関する状況 

  2.1.2 及び 3.2.5(1)から、次のとおりであった。 

   (1) 航海士Ａは、２６日０６時００分ごろ操舵を担当する甲板員と共に船橋

当直につき、船橋右舷側の椅子に腰を掛け、本件レーダーで見張りを行っ

ていたが、本件レーダーによる見張りに意識を集中しており、視界が急速

に悪化していく中、その状況を船長Ａに報告することに考えが及ばなかっ

た可能性があると考えられる。 

   (2) 船長Ａは、紋別港入港の際に必要な書類を準備する目的で２６日０６時

００分ごろ昇橋し、船橋右舷後部の海図台の前に船尾方を向いて立ち、書

類の準備に専念していたことから、視界が急速に悪化していく状況を把握

できず、在橋していたものの、当直体制の強化を行わなかった可能性があ

ると考えられる。 

 

 3.2.7 救助に関する解析 

  2.1.2、２.９、２.１０及び 3.1.2 から、次のとおりであった。 

   (1) 救助活動 

     船長Ａは、本事故発生後、Ｂ船が転覆してＢ船乗組員が海面に浮いてい

るのを認め、自ら指揮をとり、Ａ船乗組員を暴露甲板に招集して救助に当

たらせ、海面に浮いていたＢ船乗組員５人全員をＡ船船上に救助したこと

から、人命を最優先にＢ船乗組員の救助に当たったものと推定される。 

   (2) 救助にかかった所要時間 

     本事故発生後、甲板員Ｂ３は約１０分後、甲板員Ｂ１は約１５分後、甲板

員Ｂ２は約３０分後、船長Ｂは約４０分後、機関長Ｂは約５２分後に、そ

れぞれＡ船船上に救助されたものと考えられる。 

   (3) 救命胴衣の着用 

     Ｂ船乗組員５人全員は、船長Ｂ、甲板員Ｂ１及び本件漁協担当者の口述

から、固型式救命胴衣を着用していたものと考えられるが、船長Ａの口述

から、Ａ船船上に救助された際、５人のうち３人が救命胴衣を着用してい

なかったことから、本事故発生から救助されるまでの間において、Ｂ船乗

組員５人のうち３人は、着用していた救命胴衣が身体から外れた可能性が

あると考えられる。 

 

 3.2.8 事故発生に関する解析 

  ３.１及び 3.2.4～3.2.6 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２１人が乗り組み、漁獲したずわいがに
．．．．．
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約５２ｔを積載し令和３年５月２５日１７時４０分ごろ紋別港に向けてコル

サコフ港を出港し、２６日０６時００分ごろ、航海士Ａが操舵を担当する甲

板員と共に船橋当直につき、針路約１５１°、約９.１kn の速力で南南東進

したものと推定される。 

   (2) Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂ１ほか３人が乗り組み、僚船５隻と共に２６日

０４時００分ごろ漁場に向けて紋別港を出港し、０６時１０分ごろ、紋別港

北東方約１２Ｍ沖の３個目の本件漁具の北西端に到着し、船首を約１３０°

に向け、約２.０kn の速力で本件漁獲作業を行いながら南東進したものと考

えられる。 

   (3) 紋別港北東方沖は、本事故当時、紋別市に濃霧注意報が発表されて継続中

であり、約１００ｍあった視程が２６日０６時１０分ごろから本事故発生時

にかけて、Ａ船及びＢ船の乗組員が視程約２０～５０ｍと観測していること

から、視界が急速に悪化していたものと推定される。 

   (4) 航海士Ａは、本件レーダー画面上にエコートレイルの映像が見当たらず、

前方に他船はいないと思って南西進を続け、甲板員からの報告を受けて直ち

に主機を停止していることから、Ｂ船の存在に気付いていなかったものと考

えられる。 

   (5) 船長Ｂは、紋別港北東方沖を約２.０kn の速力で南東進中、Ａ船が北西方

から接近すると思い込んでいたところ、目視によりＢ船の北西方に船影を認

めず、本件漁獲作業を続けたことから、Ａ船に接近していることに気付かな

かったものと考えられる。 

   (6) Ａ船は、右に変針して紋別港に向けて約９.４kn の速力で南西進中、航海

士Ａが、本件レーダーによる見張りに意識を集中し、本件レーダー画面上で

船舶の映像がなく、前方に他船はいないと思い、紋別港に向けて同じ針路

及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船に接近していることに気付かず、

０６時２５分ごろ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

   (7) Ｂ船は、船長Ｂが、北西方からＡ船が南東進中であることを知り、北西方

には船影が見当たらず、北西方に意識を向けて目視による見張りを行ってい

たことから、Ｂ船の北西方から見えると思っていたＡ船が右に変針して紋別

港に向けて南西進していたことに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

   (8) 航海士Ａは、視界が急速に悪化していく状況を船長Ａに報告せず、船長Ａ

がその状況を把握できていなかった可能性があると考えられ、このことは、

本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

   (9) 船長Ｂが、本件漁獲終了時に視界の状況で汽笛の使用を判断することとし、
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本事故発生までの間、汽笛を吹鳴していなかったことは、本事故の発生に関

与した可能性があると考えられる。 

  （表２ 事故発生に至る経過 参照） 

 

 

時 刻 Ａ 船 Ｂ 船 

２６日 

０６時００分ごろ 

航海士Ａが操舵を担当する甲

板員と共に船橋当直につき、

針路約１５１°、約９.１kn

の速力で南南東進した。 

 

０６時１０分ごろ  紋別港北東方沖１２Ｍ沖の３

個目の本件漁具の北西端に到

着し、船首を約１３０°に向

け、約２.０kn の速力で本件漁

獲作業を行いながら南東進し

た。 

時刻不詳 南南東進中、航海士Ａは、視

界が悪化して甲板員１人を船

首に配置して見張りに当たら

せ、霧中信号を開始した。 

船長Ｂは、Ｂ船の北西方から

Ａ船が南東進中であることを

知り、北西方に注意して目視

により周囲の見張りを行いな

がら本件漁獲作業を続けた。 

０６時２０分ごろ 右に変針して紋別港に向けて

約９.４kn の速力で南西進

中、航海士Ａが、本件レーダ

ーによる見張りに意識を集中

し、本件レーダー画面上で船

舶の映像がなく、前方に他船

はいないと思い、同じ針路及

び速力で航行を続けた。 

 

０６時２２分ごろ  紋別港北東方沖を約２.０kn の

速力で南東進中、船長Ｂが、

Ａ船が北西方から接近すると

思い込んでいたところ、目視

によりＢ船の北西方に船影を

表２ 事故発生に至る経過 
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認めず、北西方に意識を向け

て目視による見張りを行いな

がら本件漁獲作業を続けた。 

０６時２５分ごろ Ａ船の球状船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

０６時３５分ごろ 

から 

０７時１７分ごろ 

まで 

Ｂ船乗組員５人全員がＡ船船上に救助された。 

 
 

４ 原 因 
 
 本事故は、紋別港北東方沖において、霧により視界が急速に悪化していく状況下、

Ａ船が約９.４kn の速力で南西進中、航海士Ａが、本件レーダーによる見張りに意識

を集中し、本件レーダー画面上には船舶の映像がなく、前方に他船はいないと思い、

紋別港に向けて同じ針路及び速力で航行を続け、また、Ｂ船が約２.０kn の速力で本

件漁獲作業を行いながら南東進中、船長Ｂが、Ａ船が北西方から接近すると思い込ん

でいたところ、目視によりＢ船の北西方に船影を認めず、北西方に意識を向けて目視

による見張りを行っていたため、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突し

たものと考えられる。 

 航海士Ａが、本件レーダー画面上で船舶の映像がなく、前方に他船はいないと思

い、紋別港に向けて同じ針路及び速力で航行を続けたのは、本件レーダー画面上にエ

コートレイルの映像が見当たらず、Ｂ船の存在に気付いていなかったことによるも

のと考えられる。 

 船長Ｂが、北西方に意識を向けて目視による見張りを行っていたのは、Ｂ船の北西

方からＡ船が南東進中であることを僚船船長の漁業無線での会話により知り、北西方

に意識を向けながらＡ船の船影が見えた時点で注意を喚起する措置を講じるつもりで

おり、Ｂ船の北西方から見えると思っていたＡ船が南南東進から右に変針して紋別港

に向けて南西進していたことに気付いていなかったことによるものと考えられる。 

 Ａ船は、視界が急速に悪化していく中、航海士Ａがその状況を船長Ａに報告せず、

船長Ａがその状況を把握できていなかった可能性があると考えられ、このことは、

本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

 船長Ｂが、Ｂ船の周囲に東方から霧が掛かり始めたことに気付いたが、本件漁獲作

業終了時に視界の状況で汽笛の使用を判断することとし、本事故発生までの間、汽笛
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を吹鳴していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

 本事故は、紋別港北東方沖において、霧により視界が急速に悪化していく状況下、

Ａ船が約９.４kn の速力で南西進中、航海士Ａが、本件レーダーによる見張りに意識

を集中し、本件レーダー画面上には船舶の映像がなく、前方に他船はいないと思い、

紋別港に向けて同じ針路及び速力で航行を続け、また、Ｂ船が約２.０kn の速力で本

件漁獲作業を行いながら南東進中、船長Ｂが、Ａ船が北西方から接近すると思い込ん

でいたところ、目視によりＢ船の北西方に船影を認めず、北西方に意識を向けて目視

による見張りを行っていたため、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突し

たものと考えられる。 

 航海士Ａが、本件レーダー画面上で船舶の映像がなく、前方に他船はいないと思い、

紋別港に向けて同じ針路及び速力で航行を続けたのは、本件レーダー画面上にエコー

トレイルの映像が見当たらず、Ｂ船の存在に気付いていなかったことによるものと

考えられる。 

 船長Ｂが、北西方に意識を向けて目視による見張りを行っていたのは、Ｂ船の北西

方からＡ船が南東進中であることを僚船船長の漁業無線での会話により知り、北西方

に意識を向けながらＡ船の船影が見えた時点で注意を喚起する措置を講じるつもりで

おり、Ｂ船の北西方から見えると思っていたＡ船が南南東進から右に変針して紋別港

に向けて南西進していたことに気付いていなかったことによるものと考えられる。 

 Ａ船は、視界が急速に悪化していく中、航海士Ａがその状況を船長Ａに報告せず、

船長Ａがその状況を把握できていなかった可能性があると考えられ、このことは、

本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

 船長Ｂが、Ｂ船の周囲に東方から霧が掛かり始めたことに気付いたが、本件漁獲作

業終了時に視界の状況で汽笛の使用を判断することとし、本事故発生までの間、汽笛

を吹鳴していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

 したがって、同種事故の再発防止及び被害軽減のため、次の措置を講じる必要があ

る。 

  (1) 船橋当直中の航海士は、霧により視界が制限された状況下、レーダーで他船

の識別が困難な場合は、雨雪反射等による感度調整を行い、また、レーダー画

面を拡大するなどレーダーを有効に活用するとともに、不測の事態に備え、そ

の時の状況に適した距離で停止することができるよう減速して安全な速力で航

行すること。 
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  (2) 船橋当直中の航海士は、視界が急速に悪化する状況においては、速やかに船

長に報告し、船長は、自ら操船指揮をとり、霧中信号の操作員を増員して霧中

信号を継続するとともに、操船者をレーダーによる見張りに専念させるなど、

当直体制を強化すること。 

  (3) 操業中の漁船の船長は、視界が急速に悪化する状況においては、特定方向に

意識を向けることなく周囲の見張りを適切に行い、他船の接近に備えてレーダ

ーによる見張りの強化及び汽笛の吹鳴を速やかに行うこと。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故防止策 

 本件漁協は、所属する組合員に対し、次のような安全対策を講じた。 

(1) 衝突事故防止に有用である簡易型ＡＩＳ（送受信する情報項目を船名、船位、

速力、針路、船種等に簡略化したＡＩＳ）の搭載を奨励し、船外機船を除くほ

ぼ全ての漁船が搭載した。 

(2) 音響信号について復習して理解するよう指導するとともに、視界制限時にお

ける霧中信号をタイムコントローラにより自動吹鳴できる装置を設置するよう

奨励し、船外機船を除くほぼ半数の漁船が設置した。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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